
15 26.7.1広報

米沢市役所☎0238-22-5111（担当課へおつなぎします）

市ホームページ

米沢市役所 検索

お知らせ

　

成
島
ふ
れ
あ
い
動
物
園

▼
日
時
／
７
月
５
日
㈯
・
６
日
㈰
・

　

12
日
㈯
・
13
日
㈰
・
19
日
㈯
・
20

　

日
㈰
・
21
日（
月
・
祝
）10
時
30
分

　

～
15
時
30
分

※
少
雨
の
場
合
は
休
憩
所
内
で
開
催

※
8
月
以
降
の
開
催
日
は
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

▼
会
場
／
成
島
ワ
ク
ワ
ク
ラ
ン
ド　

▼
問
合
せ
／
成
島
ワ
ク
ワ
ク
ラ
ン
ド

管
理
人
室
☎
（
37
）
２
１
２
１
ま

た
は
こ
ど
も
課
子
育
て
施
設
担
当

　　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　

差
押
え
を
し
た
不
動
産
（
土
地
、

家
屋
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

売
し
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
／
一
定
の
条
件
を
満
た
す
人

　

は
ど
な
た
で
も

▼
参
加
申
込
期
間
／

　

７
月
７
日
㈪
13
時
～
22
日
㈫
23
時

※
保
証
金
が
必
要

▼
入
札
方
法
／
不
動
産（
入
札
）７
月

　

29
日
㈫
13
時
～
８
月
５
日
㈫
13
時

※
参
加
申
込
み
し
た
人
の
み

▼
問
合
せ
／
納
税
課
整
理
係

　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

●
７
月
は
運
動
の
強
化
月
間
で
す

　
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直

り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
」

　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、
全

て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人

た
ち
の
立
ち
直
り
を
支
え
、
犯
罪
や

非
行
に
陥
ら
な
い
社
会
を
築
く
た
め
、

地
域
社
会
の
理
解
と
協
力
の
輪
を
広

げ
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

●
米
沢
市
民
の
集
い
か
く
し
芸
大
会

▼
日
時
／
７
月
26
日
㈯　

　

開
場
11
時
30
分　

開
演
12
時
20
分

▼
会
場
／
市
民
文
化
会
館

▼
チ
ケ
ッ
ト
／
２
０
０
円

※
当
日
会
場
で
も
購
入
可

▼
問
合
せ
／
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ

　

ン
タ
ー
米
沢
☎（
40
）８
７
１
３
ま

　

た
は
社
会
福
祉
課
総
務
企
画
担
当

　

米
沢
・
新
潟
戊
辰
戦
争
ゆ
か
り

　

の
地
交
流
事
業
参
加
者
募
集

▼
日
時
／
７
月
27
日
㈰
７
時
～
19
時

▼
内
容
／
新
潟
市
戊
辰
公
園
、
念
仏

　

寺
、
北
方
博
物
館
見
学
ほ
か

7

　月

市民課窓口サービス（証明発行）
の時間延長日
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　　印が延長日です。本人確認のため、免許証

など身分証明ができるものをご持参ください。

▼時間／18時30分まで

▼取扱業務／住民票、印鑑証明書、現在戸籍及

　び附票、税の証明書等発行業務。

※一部証明できない場合もありますので、事前

　にお問い合わせください。

▼問合せ／市民課
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ここが知りたい！

米沢市立病院紹介
ここが知りたい！

米沢市立病院紹介 ☆精
せ い
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　精神科とは、どんな診療科なのですか？

　うつ病・統合失調症・不安障害など、身体に異常が見つからないのに精神的な症状があるものから、

認知症や身体の病気に伴って発生する様々な精神症状まで診療します。年齢も、子どもからお年寄り

まで幅広く扱っています。最近は、高齢化に伴って物忘れを理由に訪れる人が増えています。認知症

とは限らないので、うつ病などとの見分けが必要になります。また、注意欠陥多動性障害や自閉性障

害など発達障害に対する認識の高まりによって、診察を必要とする子どもたちが増えています。

　さて、少子高齢化の問題だけでなく、現代は大変ストレスが多い社会環境です。働き盛りの人たち、

とりわけ中年以降のうつ病にも重点的に関わっていかなければなりません。過重労働がうつ病やそれ

に伴う自殺という重大な結果に関係することが分かっているので、企業とも連携を図っていく必要が

あると感じています。精神科の常勤医は４人でしたが、今年６月から女性医師が加わり５人体制になっ

たので、さらにきめ細かい対応ができると思います。

　近年、精神科を受診することに抵抗感は少なくなったようですが、米沢ではまだまだ敷居が高いと
感じる人も多いと思います。一頃テレビＣＭで「お父さん、眠れている？」と子どもが父に問いかけ
る場面がよく流れました。長引く不眠は、うつ病などの重要なサインです。２週間以上続く場合は気
軽に受診してください。
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◆問合せ／市立病院総務課経営企画室☎22-2450　◆ホームページ／http://yonezawa-city-hospital.jp/

●23
今回は、精神科医師の

伊藤正尚科長に
お話を聞いてみましょう。

米沢市市民憲章　一、勤労をたっとび、豊かなまちをつくりましょう。


